
奈良県立自然公園条例施行規則第１４条
第31項 各行為共通の基準

本文 条例第17条第３項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定するものの

ほか、次のいずれにも該当するものであることとする。

第１号 申請に係る地域の自然的及び社会経済的条件から判断して、当該行為による風致

の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるもので

あること。

第２号 申請に係る場所又はその周辺の風致の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があ

ると認められるものでないこと。

第３号 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関

係にあることが明らかな行為について条例第17条第３項の規定による許可の申請

があった場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実

と認められるものでないこと。
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